
化学物質関係第４節

化学物質排出把握管理促進法 埼玉県生活環境保全条例（県条例）

対
象
事
業
所

業 種 製造業等２４業種
従 業 員 数 事業者として常時使用する従業員の数が２１人以上

事業所ごとの
年間取扱量等

特定第一種指定化学物質 ０.５トン以上
第一種指定化学物質 １トン以上
特別要件施設＊３０（量に関係なく届出）

０．５トン以上

対象化学物質＊２９ 第一種指定化学物質 ４６２物質
（特定第一種指定化学物質を含む）

特定化学物質 ６０６物質
○第一種指定化学物質 ４６２
（特定第一種指定化学物質を含む）
○第二種指定化学物質 １００
○県独自に定めた物質 ４４

届出（報告）内容 環境中への排出量、事業所外への移動量 取扱量（使用量、製造量、取り扱う量）

事業者による管理の改善や
環境保全への取組 化学物質管理指針に基づく適正管理

特定化学物質管理指針に基づく適正管理
・適正管理のための手順書＊３１の提出
・環境負荷低減主任者の選任

（１）化学物質管理制度

備考 政令及び県条例施行規則の改正により、平成２２年度データ分から対象事業所の業種数と対象化学物質数が、県条例施行規則の改正により、平成２６年度データ分から対
象化学物質数が変わった。

＊２９ 第一種指定化学物質：人の健康や動植物に有害なおそれがある化学物質のうち、生産量などから環境中に広く存在する化学物質。
特定第一種指定化学物質：第一種指定化学物質のうち、人に対して発がん性のある１５物質。
第二種指定化学物質：人の健康や動植物に有害なおそれがある化学物質のうち、生産量が増加すれば環境中に広く存在すると見込まれる化学物質。
県独自に定めた物質：化学物質排出把握管理促進法の対象とならなかった物質で、県内の使用量が多いものや、内分泌かく乱作用の疑いのある物質など。

＊３０ 下水道終末処理施設、廃棄物処理施設及びダイオキシン類対策特別措置法に規定する特定施設のこと。
＊３１ 各事業所における化学物質の適正管理体制や取扱方法などについて整理したもの。

第４節 化学物質関係

135



業 種
化学物質排出把握管理促進法 県 条 例

件 数 排出量＊３２ 移動量＊３３ 件 数 取扱量＊３４

製 造 業 ６６５ ５，０２０ ７，４６４ ７８９ ３１３，０３２
繊維工業 ４ ⑤ ３９０ １８４ ４ ２，３０３
出版・印刷・同関連産業 ４８ ③ ７１８ ④ ４１９ ５３ ⑤ １２，９０２
化学工業 ② １４１ ② ８７２ ① ２，９５０ ② １５６ ② １８６，０３５
プラスチック製品製造業 ④ ７５ ① ９８３ ③ ７４０ ④ ７８ ④ ２１，７９２
鉄鋼業 １７ ８８ ② １，８９５ １８ ９，７３６
金属製品製造業 ③ １１１ ④ ６０３ ⑤ ３１６ ③ １３０ ４，５４８
電気機械器具製造業 ５１ １２７ ２１６ ⑤ ６０ ③ ５０，６７３

燃 料 小 売 業 ① ５５８ １０４ ０ ① ５６６ ① ２９２，８６６
一般廃棄物＊処理業（ごみ処分業に限る。） ⑤ ６９ １ ５ ３４ ９０５
そ の 他 ８６ ２５８ １７３ ８０ ５，３０９

合 計 １，３７８ ５，３８３ ７，６４２ １，４６９ ６１２，１１２

ア 化学物質の排出量、移動量及び取扱量の集計結果（令和４年度データ／令和５年度届出）
（ア）業種別届出件数・排出量・移動量・取扱量 （単位：トン／年）

※ ○数字は、項目ごとの上位５番目までの順位を示す。
＊３２ 事業所の生産工程などから排出ガスや排出水などに含まれて環境中に排出された量のことで、埼玉県では大気への排出が全体の９５．９％を占める。
＊３３ 事業所から排出された廃棄物や下水道に放流された排出水の中に含まれている量のことで、埼玉県では廃棄物に含まれての移動が全体の９９．７％を占める。
＊３４ 使用量（事業所において事業活動に伴い使用した量）、製造量（事業所において製造した量）、取り扱う量（事業者自らは使用せず、卸売り、小売り等をするために、

事業所において貯蔵所や貯蔵容器に移し替える等して取り扱う量）の合計で、排出量や移動量の基礎になる量のこと。

物 質 名 化学物質排出把握管理促進法 県 条 例
件 数 排出量 移動量 件 数 取扱量

エチルベンゼン ④ ５８６ ⑤ ２１０ ２０８ ④ ６２４ １３，３６７
キシレン ② ７５２ ④ ３５６ ④ ３１３ ① ８０６ ② ６５，６５０
ジクロロメタン（別名塩化メチレン） １１６ ② ４０９ ２４１ ５８ １，４９７
Ｎ,Ｎ-ジメチルホルムアミド ２７ ２５ ⑤ ２５４ ３０ １，８２２
ヘキサメチレンテトラミン ７ ０ ③ ６７０ ９ ９２８
１，２，４-トリメチルベンゼン ③ ６３９ ７０ ９９ ③ ６６６ ④ ４１，６０７
トルエン ① ７６８ ① ３，２８９ ① ２，３７０ ② ７９６ ① １７４，３３９
鉛 １２ ０ ４ １３ ⑤ ３５，３７３
ノルマル－ヘキサン ５４６ ③ ３７４ ２００ ⑤ ５６２ ③ ４７，４１５

（イ）物質別届出件数・排出量・移動量・取扱量 （単位：トン／年 ダイオキシン類＊のみ g-TEQ/年）
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一般廃棄物
ハイライト表示
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の対象となる廃棄物のうち、産業廃棄物以外のもの。一般家庭から排出される生活系ごみ（いわゆる家庭ごみ）のほか、事業所などから排出される産業廃棄物以外の廃棄物も事業系ごみ（いわゆるオフィスごみなど）として含まれる。

ダイオキシン類
ハイライト表示
炭素・酸素・水素・塩素を含む物質が燃える時などに副生成物として生じる物質で、毒性が強いものがある。



物 質 名 化学物質排出把握管理促進法 県 条 例
件 数 排出量 移動量 件 数 取扱量

ベンゼン ⑤ ５６５ １２ ０ ５０４ ８，２８３
マンガン及びその化合物 １０７ ２８ ② １，７８３ ５６ ７，００９
ダイオキシン類 １２３ （２．６） （８２．４） ０ ０

順位 物 質 名
届出排出量

（大気への排出量に占
める割合％）

１ トルエン ３，２８９（６３．７）
２ ジクロロメタン（塩化メチレン） ４０９ （７．９）
３ ノルマル－ヘキサン ３７４ （７．２）
４ キシレン ３５６ （６．９）
５ エチルベンゼン ２１０ （４．１）

順位 物 質 名
届出排出量

（公共用水域への排出
量に占める割合％）

１ ほう素化合物 ９３（４１．６）
２ ふっ化水素及びその水溶性塩 ５１（２２．９）
３ 亜鉛の水溶性化合物 ３３（１４．９）
４ マンガン及びその化合物 ２８（１２．６）
５ 銅水溶性塩（錯塩を除く。） ４ （１．８）

（ウ）大気への排出量（上位５物質） （単位：トン／年） （エ）公共用水域＊への排出量（上位５物質） （単位：トン／年）

届出排出量
届 出 外 排 出 量

総排出量
対象業種 非対象業種 家 庭 移動体 届出外計

５，３８３
（４２．５％）

２，１８８
（１７．３％）

１，３００
（１０．３％）

１，５０２
（１１．９％）

２，２８４
（１８．０％）

７，２７４
（５７．５％）

１２，６５７
（１００％）

イ 化学物質排出把握管理促進法に基づく届出以外の化学物質排出量推計結果（令和４年度データ／令和５年度推計）
届出によって把握される排出量の他に、対象業種でも届出対象とならない事業者や、建設業などのように対象でない事業者、自動車や二輪車などの移動体や
家庭などからの排出があります。国は、これらからの排出量を都道府県別に推計し、集計しています。

（ア）総排出量（届出排出量＊＋届出外排出量） （単位：トン／年）
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公共用水域
ハイライト表示
河川や湖沼、港湾など公共の用に供される水域とこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路など公共の用に供される水路のこと。ただし、公共下水道及び流域下水道で終末処理場を設置しているもの、その流域下水道に接続する公共下水道は除く。

届出排出量
ハイライト表示
「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」に規定する「第一種指定化学物質の排出量及び移動量の届出書」により届出された、大気中や河川など環境へ排出された化学物質の量のこと。



順位 物 質 名 排出量
１ トルエン ８８４
２ キシレン ５０８
３ ベンゼン １９２
４ ノルマル－ヘキサン １７１
５ ホルムアルデヒド １４８

順位 物 質 名 製品の例 排出量
１ ポリ（オキシエチレン）＝アルキルエーテル 台所用合成洗剤 ５２４
２ ジクロロベンゼン 防虫剤、消臭剤 ２６２
３ 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 洗濯用合成洗剤 １８２

４ ポリ（オキシエチレン）＝ドデシルエーテル硫
酸エステルナトリウム シャンプー １３６

５ ２－アミノエタノール 合成洗剤、中和剤 ９６

（イ）移動体からの排出量（上位５物質）（単位：トン／年） （ウ）家庭からの排出量（上位５物質） （単位：トン／年）

※当集計結果に用いている数値は、一部端数処理を行っているため、合計と一致しない場合があります。

調査地点名
調査対象物質 北 北東 東 南東 南 南西 西 北西 対照 環境基準＊

トルエン １３ １０ １３ １３ １２ １３ １５ １１ １０ －
キシレン ２．８ ２．８ ３．５ ２．９ ２．８ ２．８ ２．８ ２．８ ２．７ －
エチルベンゼン １．９ １．９ ２．３ ２．０ １．８ １．８ １．８ １．９ １．８ －
ノルマル－ヘキサン ７．３ ２．２ ４．０ ２．４ ２．９ ３．８ １３ ２．２ ３．３ －
エチレンオキシド＊３５ ０．１１ ０．５１ ０．０８ ０．１３ ０．０６ －

（２）化学物質環境モニタリング調査（令和５年度）
工業団地周辺での環境リスク＊を把握するため、モニタリング調査を実施しています。

ア 調査地域
加須工業団地、加須下高柳工業団地（加須市）

イ 調査内容
調査地点：２つの工業団地を囲む８地点及び工業団地の影響を受けにくいと考えられる１地点（対照地点）
調査方法：各調査地点において大気を年４回採取し、分析しました。

ウ 調査結果（全４回調査の平均値）

加須工業団地、加須下高柳工業団地 単位：（μg/㎥）

＊３５ 加須下高柳工業団地の周囲４地点にて調査を実施した。
第１回調査は参考値とし、第２回から第４回の調査結果の平均値とした。
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環境リスク
ハイライト表示
人の活動などによって環境に加えられる負荷が、環境を経由して人の健康や動植物の生息又は生育に悪い影響を及ぼす可能性のこと。化学物質の環境リスクは、化学物質自体の有害性の程度と、呼吸や飲食、皮膚接触などによりどれだけ化学物質に接したか（暴露量）によって決まる。

環境基準
ハイライト表示
環境基本法に基づき「大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」と定めている。ダイオキシン類については、ダイオキシン類対策特別措置法で定めている。これは、行政上の政策目標として定められているもので、公害発生源を直接規制するための基準（いわゆる規制基準）とは異なる。



番号 施 設 の 種 類
施設数 事業所数

県 市 計 県 市 計
１ 焼結鉱の製造の用に供する焼結炉 ０ ０ ０ ０ ０ ０
２ 製鋼用電気炉 ３ １ ４ ３ １ ４
３ 亜鉛回収施設 ０ ０ ０ ０ ０ ０
４ アルミニウム合金製造施設 ２７ １ ２８ ７ １ ８

５ 廃棄物＊
焼却炉

４t/時以上 ３３ ２７ ６０
２t/時以上４t/時未満 ７０ ５ ７５
２００㎏/時以上２t/時未満 ４８ ５ ５３
２００㎏/時未満 ４７ １４ ６１

小 計 １９８ ５１ ２４９ １１９ ３３ １５２
合 計 ２２８ ５３ ２８１ １２９ ３５ １６４

（３）ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設
ア 特定施設＊設置状況
（ア）大気基準適用施設 （Ｒ６．３．３１現在）

番号 施 設 の 種 類
施設数 事業場数

県 市 計 県 市 計

１ 硫酸塩パルプ（クラフトパルプ）又は亜硫酸パルプ（サルファイトパルプ）の製造の用に供する塩素又は塩素化合物による漂
白施設 ０ ０ ０ ０ ０ ０

２ カーバイド法アセチレンの製造の用に供するアセチレン洗浄施設 ０ ０ ０ ０ ０ ０
３ 硫酸カリウムの製造の用に供する廃ガス洗浄施設 ０ ０ ０ ０ ０ ０
４ アルミナ繊維の製造の用に供する廃ガス洗浄施設 ０ ０ ０ ０ ０ ０
５ 担体付き触媒の製造の用に供する焼成炉から発生するガスを処理する施設のうち廃ガス洗浄施設 ０ ０ ０ ０ ０ ０
６ 塩化ビニルモノマーの製造の用に供する二塩化エチレン洗浄施設 ０ ０ ０ ０ ０ ０
７ カプロラクタムの製造の用に供する硫酸濃縮施設、シクロヘキサン分離施設、廃ガス洗浄施設 ０ ０ ０ ０ ０ ０
８ クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する水洗施設、廃ガス洗浄施設 ０ ０ ０ ０ ０ ０
９ 4-クロロフタル酸水素ナトリウムの製造の用に供するろ過施設、乾燥施設及び廃ガス洗浄施設 ０ ０ ０ ０ ０ ０
１０ ２，３-ジクロロ-１，４-ナフトキノンの製造の用に供するろ過施設及び廃ガス洗浄施設 ０ ０ ０ ０ ０ ０

１１ ジオキサジンバイオレットの製造の用に供するニトロ化誘導体分離施設、還元誘導体分離施設、ニトロ化誘導体洗浄施設、還
元誘導体洗浄施設、ジオキサジンバイオレット洗浄施設及び熱風乾燥施設 ０ ０ ０ ０ ０ ０

（イ）水質基準対象施設 （Ｒ６．３．３１現在）
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特定施設
ハイライト表示
水質汚濁、騒音等の公害を防止するために各種の規制法は、「特定施設」という概念を設けている。水質汚濁防止法では「有害物質又は生活環境項目として規定されている項目を含む汚水又は廃液を排出する」施設、騒音規制法では、「著しい騒音を発生する」施設、振動規制法では「著しい振動を発生する」施設、ダイオキシン類対策特別措置法では、「ダイオキシン類を発生し、及び大気中に排出する。又はダイオキシン類を含む汚水又は廃液を排出する」施設をいい、政令でその規模等の範囲が定められている。

廃棄物
ハイライト表示
その物を占有している者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないため不要となった物をいい、ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油などの固形状又は液状のものをいう。廃棄物は、主として家庭から発生する生ごみなどの一般廃棄物と、主として工場から発生する汚泥や、建物解体現場から発生する木くず、がれき類などの産業廃棄物の二つに大別される。



番号 施 設 の 種 類
施設数 事業場数

県 市 計 県 市 計

１２ アルミニウム又はその合金の製造の用に供する焙焼炉、溶解炉又は乾燥炉から発生するガスを処理する施設のうち廃ガス洗浄
施設及び湿式集じん施設 １ ０ １ １ ０ １

１３ 亜鉛の回収の用に供する精製施設、廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設 ０ ０ ０ ０ ０ ０
１４ 担体付き触媒からの金属の回収の用に供する施設のうちろ過施設、精製施設及び廃ガス洗浄施設 ４８ ０ ４８ ５ ０ ５

１５ 廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設及び
灰の貯留施設であって汚水又は廃液を排出するもの

廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設 ８２ １９ １０１ ３３ ６ ３９
灰の貯留施設 ４１ １２ ５３ １８ ８ ２６
小計 １２３ ３１ １５４ ５１ １４ ６５

１６ 廃PCB等又はPCB処理物の分解施設及びPCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設及び分離施設 ０ ０ ０ ０ ０ ０
１７ フロン類＊の破壊の用に供する施設のうちプラズマ反応施設、廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設 ４ ０ ４ ２ ０ ２
１８ 下水道終末処理施設 １０ ０ １０ １０ ０ １０
１９ 水質基準対象施設を設置する工場又は事業場から排出される水の処理施設 ０ ０ ０ ０ ０ ０

合 計 １８６ ３１ ２１７ ６９ １４ ８３
※「事業場数」については、ひとつの事業場に複数の種類の特定施設を有する場合は、その事業場の事業内容を最も反映する特定施設の区分に１事業場として計上。

立入検査数 行政検査数
行政措置件数

命 令 行 政 指 導
県 市 県 市 県 市 県 市

大気基準適用施設 １１０ ２８ ６ １７ ０ ０ １ ０
水質基準対象施設 ３２ ６ ３ ０ ０ ０ ０ ０

（ウ）立入検査数及び行政措置件数 （令和５年度）

施設の種類
報告施設数 測定結果（最小～最大）

（ng-TEQ/㎥N）
基準値を超えた施設数

県 市 県 市
製鋼用電気炉 ３ １ ０．００００１６～１．４ ０ ０
アルミニウム合金製造施設 ２０ １ ０．０００００１～３．６ ０ ０
廃棄物焼却炉 １４６ ３８ ０．０～７．３ ０ １

合 計 １６９ ４０ － ０ １

イ 設置者による測定結果報告
（ア）大気基準適用施設 （令和５年度）
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フロン類
ハイライト表示
クロロフルオロカーボン（CFC）、ハイドロクロロフルオロカーボン（HCFC）、ハイドロフルオロカーボン（HFC）の3種類がフロン類として法に規定されている。冷凍空調機器の冷媒等に幅広く使用されているが、CO2の数百から1万倍超の温室効果がある。また、CFC及びHCFCはオゾン層破壊物質でもある。



項 目
報告施設数 測定結果（最小～最大）

（ng-TEQ/g）
基準値を超えた施設数

県 市 県 市
ば い じ ん １３９ ３２ ０～３７ １７ ０
燃 え 殼 １２８ ３４ ０～１．７ ０ ０

合 計 ２６７ ６６ － １７ ０

（イ）ばいじん及び燃え殼 （令和５年度）

※１ 市とは、さいたま市、川越市、川口市、所沢市及び越谷市をいう。
※２ ばいじん及び燃え殼をともに報告している場合、１施設として計上しているため、合計は一致しない。

特定施設
報告事業場数 測定結果（pg-TEQ/L）

（最小～最大）
基準値を超えた事業場数

県 市 県 市
廃棄物焼却炉に係る施設 ３ ７ ０～１．３ ０ ０
フロン類の破壊施設 １ ０ ０．３２ ０ ０
下水道終末処理施設 １０ ０ ０．００００７５～０．２２ ０ ０

合 計 １４ ７ － ０ ０

（ウ）水質基準適用事業場数 （令和５年度）

特 定 施 設 排出基準（pg-TEQ/L）

アルミニウム又はその合金の製造の用に供する焙焼炉又は乾燥炉から発生するガスを処理する施設のうち、廃ガス洗浄施設、湿式
集じん施設

１０
※基準は同じ

担体付き触媒からの金属の回収の用に供する施設のうち、ろ過施設、精製施設及び排ガス洗浄施設
廃棄物焼却炉に係る排ガス洗浄施設、湿式集じん施設及び灰の貯留施設
フロン類の破壊の用に供する施設のうち、プラズマ反応施設、廃ガス洗浄施設及び湿式集じん施設
下水道終末処理施設
水質基準対象施設を設置する工事又は事業場から排出される水の処理施設

（エ）水質基準適用事業場に適用される基準値

県内に所在する特定施設に係るもののみを記載した。
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特定有害物質の種類 ＜地下水の摂取などによるリスク＞
土壌溶出量基準

＜直接摂取によるリスク＞
土壌含有量基準

第
一
種
特
定
有
害
物
質

クロロエチレン 検液１Lにつき０．００２mg以下であること
四塩化炭素 検液１Lにつき０．００２mg以下であること
１，２-ジクロロエタン 検液１Lにつき０．００４mg以下であること
１，１-ジクロロエチレン 検液１Lにつき０．１mg以下であること
１，２-ジクロロエチレン 検液１Lにつき０．０４mg以下であること
１，３-ジクロロプロペン 検液１Lにつき０．００２mg以下であること
ジクロロメタン 検液１Lにつき０．０２mg以下であること
テトラクロロエチレン 検液１Lにつき０．０１mg以下であること
１，１，１-トリクロロエタン 検液１Lにつき１mg以下であること
１，１，２-トリクロロエタン 検液１Lにつき０．００６mg以下であること
トリクロロエチレン＊ 検液１Lにつき０．０１mg以下であること
ベンゼン 検液１Lにつき０．０１mg以下であること

第
二
種
特
定
有
害
物
質

カドミウム及びその化合物 検液１Lにつきカドミウム０．００３mg以下であること 土壌１kgにつきカドミウム４５mg以下であること
六価クロム化合物 検液１Lにつき六価クロム０．０５mg以下であること 土壌１kgにつき六価クロム２５０mg以下であること
シアン化合物 検液中にシアンが検出されないこと 土壌１kgにつき遊離シアン５０mg以下であること

水銀及びその化合物 検液１Lにつき水銀０．０００５mg以下であり、
かつ、検液中にアルキル水銀が検出されないこと 土壌１kgにつき水銀１５mg以下であること

セレン及びその化合物 検液１Lにつきセレン０．０１mg以下であること 土壌１kgにつきセレン１５０mg以下であること
鉛及びその化合物 検液１Lにつき鉛０．０１mg以下であること 土壌１kgにつき鉛１５０mg以下であること
砒素及びその化合物 検液１Lにつき砒素０．０１mg以下であること 土壌１kgにつき砒素１５０mg以下であること
ふっ素及びその化合物 検液１Lにつきふっ素０．８mg以下であること 土壌１kgにつきふっ素４，０００mg以下であること
ほう素及びその化合物 検液１Lにつきほう素１mg以下であること 土壌１kgにつきほう素４，０００mg以下であること

第
三
種
特
定

有
害
物
質

シマジン 検液１Lにつき０．００３mg以下であること
チオベンカルブ 検液１Lにつき０．０２mg以下であること
チウラム 検液１Lにつき０．００６mg以下であること
ポリ塩化ビフェニル（PCB）＊ 検液中に検出されないこと
有機りん化合物 検液中に検出されないこと

（４）特定有害物質及び要措置区域又は形質変更時要届出区域の指定に係る土壌の汚染状態の基準（土壌汚染対策法）

備考
１ 土壌溶出量基準は２６の特定有害物質すべてについて、土壌含有量基準は「第二種特定有害物質」の９物質に限り定められている。
２ 土壌溶出量基準は、「土壌の汚染に係る環境基準」の表の「環境上の条件」の欄の検液中濃度に係る値と同じ値になっている。
３ 埼玉県生活環境保全条例に基づく土壌の汚染に係る基準についても、上と同じである。
４ １，２-ジクロロエチレンの濃度は、シス体の濃度とトランス体の濃度の和とする。
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ポリ塩化ビフェニル（PCB）
ハイライト表示
有機塩素化合物の一種であり、主に電気機器の絶縁油などに使用されている。人体に有害であることがわかり、昭和47年に原則製造中止となっているが、化学的に安定した物質であり、食物連鎖により濃縮されやすいことから人体や環境への影響が懸念されている。

トリクロロエチレン
ハイライト表示
水より重い無色透明の液体で、水に溶けにくく、揮発性があり、金属機械部品などの脱油脂洗浄、油脂・樹脂などの溶剤などに用いられる。蒸気を多量に吸入すると、軽症ではめまい、頭痛が起こり、多量に吸入すると意識を失う。場合によっては、肝臓や腎臓に障害を起こすこともある。また、人に対する発がん性があるとされている。



調査年度

調査地点の分析測定結果
土壌中（乾物） 玄米中（現物）

銅（基準値１２５㎎/㎏） 砒素（基準値１５㎎/㎏） カドミウム（基準値０．４㎎/㎏）
最高 最低 平均 調査地点 最高 最低 平均 調査地点 最高 最低 平均 調査地点

一巡目 （Ｓ５４～５７）
全県 ３２．３ ０．１ １１．３ ９０ １１．８ tr １．９ ９０ ０．３７ ０．０２ ０．１１ ４６

二巡目 （５９～６２）
全県 ２３．６ ０．１ ９．０ ９０ ５．３ tr １．４ ９０ ０．３０ nd ０．０９ ４８

三巡目 （Ｈ元～４）
全県 ２１．６ ０．３ ９．３ ９０ ８．０ tr １．８ ９０ ０．３８ tr ０．０９ ４６

四巡目 （６～９）
全県 ２８．７ ０．２ ９．４ ８７ １３．１ tr ２．２ ８７ ０．３０ tr ０．０６ ３１

五巡目 （１１～１４）
全県 ３０．８ ０．１ １１．２ １８０ １１．３ ０．１ ２．０ １８０ ０．２８ tr ０．０９ ５０

六巡目 （１６～１９）
全県 ２１．５ tr ８．９ １８０ ６．４ ０．１ １．７ １８０ ０．３１ tr ０．０６ ４７

七巡目 （２１～２４）
全県 ２１．７ tr ９．５ １６５ ７．９ tr １．７ １６５ ０．２２ tr ０．０３ ４３

八巡目 （２６～２９）
全県 ２５．５ ０．１ ９．１ １１８ １０．５ ０．２ ２．５ １１８ ０．２９ tr ０．０５ ３１

九巡目 （Ｒ元～４）
全県 ２４．４ ０．１ ９．１ １０９ １０．１ ０．１ １．９ １０９ ０．２３ ０．０２ ０．０９ ３７

（５）農用地の土壌汚染状況調査の分析測定結果

※ 県農業技術研究センターの分析測定結果で、昭和５８年、６３年、平成５年、１０年、１５年、２０年、２５年、３０年、令和５年は各調査巡の取りまとめ年である。
nd：検出限界以下 tr：極微量検出

項 目 基 準 値 項 目 基 準 値
カドミウム ０．００３㎎/L以下 砒素 ０．０１㎎/L以下
全シアン 検出されないこと。 総水銀 ０．０００５㎎/L以下
鉛 ０．０１㎎/L以下 アルキル水銀 検出されないこと。
六価クロム ０．０２㎎/L以下 PCB 検出されないこと。

（６）公共用水域の水質汚濁に係る環境基準
人の健康の保護に関する環境基準
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項 目 基 準 値 項 目 基 準 値
ジクロロメタン ０．０２㎎/L以下 チウラム ０．００６㎎/L以下
四塩化炭素 ０．００２㎎/L以下 シマジン ０．００３㎎/L以下
１，２-ジクロロエタン ０．００４㎎/L以下 チオベンカルブ ０．０２㎎/L以下
１，１-ジクロロエチレン ０．１㎎/L以下 ベンゼン ０．０１㎎/L以下
シス-１，２-ジクロロエチレン ０．０４㎎/L以下 セレン ０．０１㎎/L以下
１，１，１-トリクロロエタン １㎎/L以下 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 １０㎎/L以下
１，１，２-トリクロロエタン ０．００６㎎/L以下 ふっ素 ０．８㎎/L以下
トリクロロエチレン ０．０１㎎/L以下 ほう素 １㎎/L以下
テトラクロロエチレン ０．０１㎎/L以下 １，４-ジオキサン ０．０５㎎/L以下
１，３-ジクロロプロペン ０．００２㎎/L以下

達 成 期 間 該 当 水 域
直ちに達成され、維持されるように努めるものとする。 全公共用水域

備考
１ 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。
２ 「検出されないこと」とは、昭和４６年１２月２８日環境庁告示第５９号別表１の測定方法の項に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量下限値を下回ることをいう。
３ 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、硝酸イオンの濃度に換算係数０．２２５９を乗じたものと亜硝酸イオンの濃度に換算係数０．３０４５を乗じたものの和とする。

河川名 地 点 名（所在地） 項 目 名 総検体数 基準値超過検体数 最 大 値 平 均 値 環境基準値

非達成地点なし

（７）公共用水域における健康項目＊の環境基準非達成の状況 （令和５年度）

項 目 基 準 値 項 目 基 準 値
カドミウム ０．００３㎎/L以下 四塩化炭素 ０．００２㎎/L以下
全シアン 検出されないこと。 クロロエチレン（別名塩化ビニル又は

塩化ビニルモノマー） ０．００２㎎/L以下
鉛 ０．０１㎎/L以下
六価クロム ０．０２㎎/L以下 １，２-ジクロロエタン ０．００４㎎/L以下
砒素 ０．０１㎎/L以下 １，１-ジクロロエチレン ０．１㎎/L以下
総水銀 ０．０００５㎎/L以下 １，２-ジクロロエチレン ０．０４㎎/L以下
アルキル水銀 検出されないこと。 １，１，１-トリクロロエタン １㎎/L以下
PCB 検出されないこと。 １，１，２-トリクロロエタン ０．００６㎎/L以下
ジクロロメタン ０．０２㎎/L以下 トリクロロエチレン ０．０１㎎/L以下

（８）地下水の水質汚濁に係る環境基準
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健康項目
ハイライト表示
水質汚濁に係る物質のうち、人の健康に影響を及ぼすおそれがある物質として基準が設定されている項目をいう。シアンをはじめ、蓄積性のある重金属類のカドミウム、水銀、鉛、また科学技術の進歩で人工的に作り出した物質であるPCBなどがある。公共用水域に対しては人の健康の保護に関する環境基準、工場等からの排出水に対しては一般排水基準の有害物質として項目別に基準が設定されている。



項 目 基 準 値 項 目 基 準 値
テトラクロロエチレン ０．０１㎎/L以下 セレン ０．０１㎎/L以下
１，３-ジクロロプロペン ０．００２㎎/L以下 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 １０㎎/L以下
チウラム ０．００６㎎/L以下 ふっ素 ０．８㎎/L以下
シマジン ０．００３㎎/L以下 ほう素 １㎎/L以下
チオベンカルブ ０．０２㎎/L以下 １，４-ジオキサン ０．０５㎎/L以下
ベンゼン ０．０１㎎/L以下

備考
１ 基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。
２ 「検出されないこと」とは、平成９年３月１３日環境庁告示第１０号別表の「測定方法」の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをい

う。
３ 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、硝酸イオンの濃度に換算係数０．２２５９を乗じたものと亜硝酸イオンの濃度に換算係数０．３０４５を乗じたものの和とする。
４ １，２-ジクロロエチレンの濃度は、シス体の濃度とトランス体の濃度の和とする。

項 目 調査地点数 基準超過地点数 基準適合率（％）
カドミウム ８５ ０ １００
全シアン ８５ ０ １００
鉛 ８５ １ ９９
六価クロム ８５ ０ １００
砒素 ８５ ０ １００
総水銀 ８５ ０ １００
アルキル水銀 １３ ０ １００
PCB ８５ ０ １００
ジクロロメタン ８５ ０ １００
四塩化炭素 ８５ ０ １００
クロロエチレン ８５ ０ １００
１，２-ジクロロエタン ８５ ０ １００
１，１-ジクロロエチレン ８５ ０ １００
１，２-ジクロロエチレン ８５ ０ １００
１，１，１-トリクロロエタン ８５ ０ １００

項 目 調査地点数 基準超過地点数 基準適合率（％）
１，１，２-トリクロロエタン ８５ ０ １００
トリクロロエチレン ８５ ０ １００
テトラクロロエチレン ８５ ０ １００
１，３-ジクロロプロペン ８５ ０ １００
チウラム ８５ ０ １００
シマジン ８５ ０ １００
チオベンカルブ ８５ ０ １００
ベンゼン ８５ ０ １００
セレン ８５ ０ １００
硝酸性窒素及び亜硝酸性
窒素 ８５ ４ ９５

ふっ素 ８５ ０ １００
ほう素 ８５ ０ １００
１，４-ジオキサン ８５ ０ １００

（９）地下水水質概況調査結果
ア 項目別検出状況 （令和５年度）

※地点数には政令市等を含む。
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項 目 地 点 濃 度（mg/L） 基準値（mg/L）
鉛 １ ０．０３５ ０．０１以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 ４ １１～１２ １０以下

イ 環境基準超過地点 （令和５年度）

年度 調査市町村数 調査地点数（井戸本数） 環境基準適合地点数（井戸本数） 環境基準適合地点数の割合（％）

令和５年度 ４６ ８５ ８０ ９４．１

ウ 調査地点数及び環境基準適合割合

※市町村数及び地点数は政令市等を含む

大 気 水 質 土 壌 河 川 底 質＊

年間平均値が０．６pg-TEQ/㎥以下 年間平均値が１pg-TEQ/L以下 １，０００pg-TEQ/g以下 １５０pg-TEQ/g以下

（１０）ダイオキシン類に係る環境基準
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底質
ハイライト表示
河川、湖、海などの水底を形成する表層土及び岩盤の一部とその上の堆積物を合わせたものをいう。底質の状態はその上部の水質と相互に関連し合っており、水質が汚濁すると底質汚染を引き起こし、また汚染された底質から有機物や有害物質などが溶出し水質を汚濁するという事態が生じる。また、底質の汚染は底生生物の生育に大きな影響を与える。



地域分類 調査機関 調 査 地 点
調査結果［pg-TEQ/㎥］

第１回
５/２３～５/３０＊３６

第２回
７/１１～７/１８＊３６

第３回
１０/１０～１０/１７＊３６

第４回
１/９～１/１６＊３６ 平均値

一般環境
（１０地点）

埼 玉 県
（７地点）

八潮局（八潮市水道部） ０．０１７ ０．０１２ ０．０１７ ０．０３１ ０．０１９

新座局（水道管理センター） ０．００５０ ０．００９６ ０．００６２ ０．０１２ ０．００８２

日高局（高麗川南公民館） ０．００８９ ０．００９１ ０．００９０ ０．００９０ ０．００９０

久喜局（久喜南中学校） ０．０１１ ０．００９６ ０．０２３ ０．０４０ ０．０２１

鴻巣局（鴻巣市役所） － ０．００９１ － ０．０３５ ０．０２２

本庄児玉局（児玉小学校） － ０．０１２ － ０．００７０ ０．００９５

秩父局（秩父農林振興センター） － ０．００３４ － ０．００３８ ０．００３６

さいたま市 さいたま市役所局（さいたま市役所） ０．００６６ ０．０１０ ０．００５６ ０．０１５ ０．００９３

川 越 市 川越市川越局 ０．００７５ ０．０１３ ０．００７５ ０．０１５ ０．０１１

所 沢 市 所沢市東所沢局 ０．００５６ ０．０１１ ０．００７６ ０．００９９ ０．００８５

一般環境平均 ０．０１２

沿道
（１地点）

埼 玉 県 戸田美女木自排局（西部福祉センター） ０．００６５ ０．０１１ ０．００５８ ０．０１６ ０．００９８

沿道平均 ０．００９８

全 地 点 平 均 ０．０１２

（１１）ダイオキシン類対策特別措置法に基づく常時監視結果
ア 大気（令和５年度） 環境基準：年間平均値０．６［pg-TEQ/㎥］以下

＊３６ 川越市は、第１回：５/２４（水）～５/３１（水）、第２回：７/１２（水）～７/１９（水）、第３回：１０/１１（水）～１０/１８（水）、第４回：１/１０（水）～１/１７（水）
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NO. 河 川 名 調 査 地 点
備
考

採 取 日
調 査 結 果

調査機関河川水質［pg-TEQ/L］ 河川底質
［pg-TEQ/g］測定値 年平均値

２
荒 川

秋 ヶ 瀬 取 水 堰 R５．１０．２ ０．１４ ０．１４ １０ 国土交通省３ 治 水 橋 基 R５．１０．２ ０．１７ ０．１７ ０．６３
８ 親 鼻 橋 基 R５．１０．１２ ０．０１９ ０．０１９ １．１ 埼玉県

１０ 芝 川 八 丁 橋 基 R５．１０．１６ ０．５８ ０．６０ １０ さいたま市R６．１．２５ ０．６２ －

１２ 新 芝 川 山 王 橋 基 R５．１０．３０ ０．６８ ０．６１ ７．３ 川口市R６．１．１５ ０．５４ －

１８
鴨 川

中 土 手 橋 基 R５．１０．２０ ０．１５ ０．２４ １．１

さいたま市R６．１．２６ ０．３２ －

１９ 加 茂 川 橋 R５．１０．２０ ０．１１ ０．１２ １１
R６．１．２６ ０．１３ －

２２ 入 間 川 初 雁 橋 R５．１０．１３ ０．０８４ ０．０８４ ０．３８ 川越市
２５ 給食センター前 基 R５．１０．１１ ０．０１８ ０．０１８ １．１

埼玉県３１ 槻 川 兜 川 合 流 点 前 基 R５．１０．１２ ０．０３９ ０．０３９ １．１
４１ 和田吉野川 吉 見 橋 基 R５．１０．１３ ０．６４ ０．６４ １．４

４５ 中 川 潮 止 橋

R５．５．２５ ２．０

１．２

－

国土交通省

R５．７．２０ １．１ －
R５．１０．１７ １．１ －
R５．１２．１４ ０．７２ －

５２

綾 瀬 川

内 匠 橋 基

R５．５．２６ ０．６５

０．６２

－
R５．７．２１ １．０ －
R５．１０．１８ ０．４３ １．８
R５．１２．１５ ０．３９ －

５３ 手 代 橋

R５．５．２６ １．８

１．７

－
R５．７．２１ ２．５ －
R５．１０．１８ １．１ －
R５．１２．１５ １．３ －

５４ 槐 戸 橋

R５．５．２６ ２．１

１．４

－
R５．７．２１ ２．１ －
R５．１０．１８ ０．８４ ３８
R５．１２．１５ ０．７０ －

５５ 畷 橋 基 R５．１０．１３ ０．７３ ０．５２ １４ さいたま市R６．１．２５ ０．３１ －

イ 公共用水域（河川水質・河川底質）におけるダイオキシン類常時監視結果（令和５年度）
水質環境基準：年間平均値１［pg-TEQ/L］以下、底質環境基準：150［pg-TEQ/g］以下
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NO. 河 川 名 調 査 地 点
備
考

採 取 日
調 査 結 果

調査機関河川水質［pg-TEQ/L］ 河川底質
［pg-TEQ/g］測定値 年平均値

５６ 伝 右 川 伝 右 橋

R５．４．２１ ０．６６

０．６９

－

埼玉県
R５．７．３１ ０．９１ －
R５．１０．１６ ０．５８ ２３０
R６．１．１５ ０．６１ －

５７ 古 綾 瀬 川 綾瀬川合流点前 基 R５．１０．１６ ０．７９ ０．７９ ４０
６０ 元 荒 川 中 島 橋 基 R５．１０．１２ １．７ １．７ ４．３

越谷市

６４ 新 方 川 昭 和 橋 基

R５．４．２１ １．１

１．２

－
R５．７．２１ ２．２ －
R５．１０．１２ ０．９８ １０
R６．１．１７ ０．３７ －

６５ 大落古利根川 ふ れ あ い 橋 基

R５．４．２１ ０．４２

０．７４

－
R５．７．２１ ０．６６ －
R５．１０．１２ １．５ ５．５
R６．１．１７ ０．３７ －

６９ 新 河 岸 川 い ろ は 橋 基 R５．１０．１１ ０．１８ ０．１８ １２ 埼玉県
７０ 旭 橋 R５．１０．１３ ０．１３ ０．１３ ６．１ 川越市７７ 不 老 川 不 老 橋 基 R５．１０．１３ ０．０６２ ０．０６２ ０．２１
８０ 利 根 川 利 根 大 堰 基 R５．９．２９ ０．２３ ０．２３ ０．３８ 国土交通省
８７ 福 川 昭 和 橋 基 R５．１０．１３ ０．１７ ０．１７ １．３ 埼玉県９２ 元 小 山 川 新 泉 橋 基 R５．１０．１３ ０．５６ ０．５６ １．１

Ａ

綾 瀬 川

綾 瀬 川 橋

R５．４．２１ １．０

０．９５

－

越谷市R５．７．２１ １．２ －
R５．１０．１２ １．３ ３．７
R６．１．１７ ０．３１ －

Ｃ 新 簀 子 橋 R５．１０．１３ ０．５８ ０．３６ ２９ さいたま市R６．１．２５ ０．１３ －
Ｄ 関 橋 R５．１０．１１ １．４ １．４ －

埼玉県Ｅ 上 綾 瀬 橋

R５．４．２１ ０．８１

１．８

－
R５．７．３１ ２．５ －
R５．１０．１１ ３．２ －
R６．１．１５ ０．５５ －

Ｆ 古 綾 瀬 川 松 江 新 橋

R５．４．２１ ０．６９

１．０

－

埼玉県R５．７．３１ １．６ －
R５．１０．１６ １．１ １１
R６．１．１５ ０．５９ －
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NO. 河 川 名 調 査 地 点
備
考

採 取 日
調 査 結 果

調査機関河川水質［pg-TEQ/L］ 河川底質
［pg-TEQ/g］測定値 年平均値

Ｇ 古 綾 瀬 川 弁 天 橋

R５．４．２１ ０．７０

１．１

－

埼玉県R５．７．３１ １．２ －
R５．１０．１６ １．６ １．６
R６．１．１５ ０．９３ －

Ｈ 柳 瀬 川 清 柳 橋 R５．１１．２７ ０．０６４ ０．０６４ ０．４６ 所沢市Ｉ 不 老 川 金 井 沢 橋 R５．１１．２７ ０．２７ ０．２７ ５．６
最小値 ０．０１８ ０．２１
最大値 １．８ ２３０

※１ NO.欄の数字は、令和５年度公共用水域水質測定計画の測定地点番号です。
※２ 備考欄の「基」は、環境基準点であることを示しています。

No. 調 査 機 関 調 査 地 点 採 取 日 調査結果
［pg-TEQ/L］

１

埼玉県

羽生市 三田ケ谷 R５．１０．２４ ０．０１６
２ 深谷市 上柴町西 R５．１０．２６ ０．０１４
３ 吉川市 中井 R５．９．２７ ０．０１４
４ ときがわ町 椚平 R５．１２．６ ０．０１４
５ さいたま市 さいたま市 浦和区領家 R５．７．１０ ０．０６２
６ 川越市 川越市 宮下町 R５．１０．４ ０．０３３
７ 川口市 川口市 道合 R５．５．３０ ０．０６２
８ 越谷市 越谷市 新川町 R５．１１．１４ ０．０１７
９ 所沢市 所沢市 下安松 R５．１１．９ ０．０５８

ウ 地下水常時監視結果（令和５年度） 環境基準：１pg-TEQ/L以下

第４節 化学物質関係

150



No. 調 査 機 関 調 査 地 点 採 取 日 調査結果［pg-TEQ/g］
１ さいたま市 さいたま市 北区日進町 R５．１０．１３ ０．０５０
２

川越市 川越市
鴨田 R５．１２．２８ １．１

３ 新宿町 R５．１２．２８ ０．１６
４ 川口市 川口市 並木 R５．１２．１２ ０．１３
５ 越谷市 越谷市 レイクタウン R５．１１．１５ ０．００１５
６

所沢市 所沢市
北岩岡 R５．１１．９ ２９

７ 花園 R５．１１．９ ５．６
８

行田市 行田市
須加 R５．８．３ ６．８

９ 持田 R５．８．３ １１
１０ 長野 R５．８．３ ０．８８
１１

飯能市 飯能市

双柳 R５．１０．２５ ２．６
１２ 美杉台 R５．１０．２５ ０．０２３
１３ 山手町 R５．１０．２５ ０．９８
１４ 長沢 R５．１０．２５ ０．５３
１５ 原市場 R５．１０．２５ １．３
１６

羽生市 羽生市
上岩瀬 R５．９．２０ ０．５２

１７ 弥勒 R５．９．２０ ７．０
１８ 上新郷 R５．９．２０ ０．２２
１９

三郷市 三郷市
鷹野 R５．１０．１９ ４３

２０ 栄 R５．１０．１９ ３．５
２１ さつき平 R５．１０．１９ ０．０３８
２２

坂戸市 坂戸市
石井 R５．８．１７ １６

２３ 新堀 R５．８．１７ ６．３
２４ 鶴ヶ島市 鶴ヶ島市 五味ヶ谷 R６．２．７ １．９
２５

ふじみ野市 ふじみ野市

元福岡 R６．１．２２ １．６
２６ 上野台 R６．１．２２ １．８
２７ ふじみ野 R６．１．２２ ２．４
２８ 大井 R６．１．２２ ０．００７０
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第４節 化学物質関係
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